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議 事 

１ 協議事項 

 ⑴ 議案第１号 令和２年度松本市地域公共交通協議会事業報告 

   議案第２号 令和２年度松本市地域公共交通協議会収支決算 

  ○ 事務局：資料に基づき説明 

    ＜質問、意見がなく了承＞ 

 ⑵ 議案第３号 令和３年度松本市地域公共交通協議会事業計画（案） 

   議案第４号 令和３年度松本市地域公共交通協議会収支予算（案） 

  ○ 事務局：資料に基づき説明 

  ○ 委 員：支出の事業費中、「公共交通に関する啓発及び情報提供事業」につい

て、具体的な内容は。 

  ○ 事務局：コロナ禍で利用者が減少している状況で更なる周知を図りたい。利

便性の向上という観点からは、「信州ナビ」の活用について、ホーム

ページや広報を通じて積極的に周知したい。 

  ○ 委 員：コロナ禍においても公共交通機関が安心安全に利用できることにつ

いての発信は。 

  ○ 事務局：すでに交通事業者が実施しているが、本協議会としてできること

は、積極的にしていきたい。 

 ⑶ 議案第５号 松本市地域公共交通協議会規約の一部改正について 

  ○ 事務局：資料に基づき説明 

    ＜質問、意見がなく了承＞ 

 ⑷ 議案第６号 生活交通確保維持改善計画について 

  ○ 事務局：資料に基づき説明 

  ○ 委 員：「乗車人員が１便当たり２名以上」ということが補助の要件に挙げら

れているが、現状で満たしていない路線はあるか。 

  ○ 事務局：ない。ただし、西部地域コミュニティバスの利用状況が低いため、

今後も利用促進と利便性の向上に努めていきたい。 

  ○ 委 員：利用状況が確認できる資料は。 

  ○ 事務局：報告事項として、後ほど説明したい。 

  ○ 委 員：令和４運輸年度（Ｒ３．１０～Ｒ４．９）について、補助対象車両

がないという認識で良いか。 

  ○ 事務局：良い。 

 ⑸ 議案第７号 地域間幹線系統別確保維持計画について 

  ○ 事務局：資料に基づき説明 

    ＜質問、意見がなく了承＞ 

 

２ 報告事項 

   地域公共交通の利用状況について 

  ○ 事務局：資料に基づき説明 

  ○ 委 員：「乗車人員が１便当たり２名以上」の補助要件は、西部地域コミュニ

ティバスを例に挙げると、５路線の合計か、それとも個別か。 

  ○ 事務局：５路線の合計と認識している。 

  ○ 委 員：個別だと認識している。 

一括 

一括 



  ○ 委 員：申請前に一度確認をお願いしたい。併せて、個別の場合は、補助要

件を下回っている路線があるため、どのような対策を講ずるか具体

的に提示してほしい。 

  ○ 事務局：了 

  ○ 委 員：西部地域コミュニティバスの便数やルート、時間の見直しは。 

  ○ 事務局：運行開始から１０年以上経過し、現状と合っていないと認識してい

る。地域公共交通計画や公設民営の取組みを進めていくなかで、地

域住民の意見を聞き検討していきたい。 

  ○ 委 員：利用者の意見を反映させる仕組みづくりをお願いしたい。 

  ○ 事務局：了 

  ○ 委 員：西部地域コミュニティバスは、地域が中心になり考えていくことが

本来の在り方である。そのため、公設民営で行政側がすべて決定す

ることは、これまでの経過と異なるため、注意してほしい。 

  ○ 委 員：地域の意見が、反映されなかったことがあった。 

  ○ 委 員：反映する以上は、更なる利用をお願いしたい。 

  ○ 委 員：ルートや時間が変われば利用したいとの声があった。 

  ○ 委 員：組織改編などで、地域の意見を上手く吸上げられなくなっている。 

  ○ 委 員：以前のように、意見が出せる場を設けてほしい。 

  ○ 事務局：今年度、組織改編で交通部が新設された。人員も増えたため、今ま

で行きとどかなかった部分も検証していきたい。 

  ○ 委 員：これを機にもっと地域に足を運んでほしい。 

  ○ 事務局：地域にしっかり足をおろして、行政運営をしていきたい。 

  ○ 委 員：今後も高齢化が進む四賀地域に公共交通機関を残してほしい。 

 

 

以上  

 

  


